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ユニアス国際特許事務所

名称：「レーザ加工方法及びレーザ加工装置」事件 
特許権侵害差止等請求事件 
東京地方裁判所：平成３０年（ワ）第２８９３１号 判決日：令和５年２月１５日 
判決：請求認容 
特許法１００条１項、２項、１０２条１項、２項 
キーワード：構成要件の充足性、侵害者利益の推定、逸失利益の推定 
判決文：https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/821/092821_hanrei.pdf 

 

［概要］ 
 本件明細書の記載に照らして「改質領域」や「切断予定ラインの一端部」などの用語を解釈

した結果、一部の対象製品は本件発明の技術的範囲に属しないが、一部の対象製品は本件発明

の技術的範囲に属するとして、文言侵害の成立を認めた事例。 
 
［本件発明１］ 
 １Ａ 第一のレーザ光を加工対象物の内部に集光点を合わせて照射し、前記加工対象物の切 
    断予定ラインに沿って前記加工対象物の内部に改質領域を形成するレーザ加工装置で 
    あって、 
 １Ｂ 前記第１のレーザ光を前記加工対象物に向けて集光するレンズと、 
 １Ｃ 前記加工対象物と前記レンズとを前記加工対象物の主面に沿って移動させる移動手段 
    と、 
 １Ｄ 前記レンズを前記主面に対して進退自在に保持する保持手段と、 
 １Ｅ 前記移動手段及び前記保持手段それぞれの挙動を制御する制御手段と、を備え、 
 １Ｆ 前記制御手段は前記集光点が前記加工対象物内部の所定の位置に合う状態となる初期 
    位置に前記レンズを保持するように前記保持手段を制御し、 
 １Ｇ 当該位置に前記レンズを保持した状態で前記第一のレーザ光を照射しながら、前記制 
    御手段は前記加工対象物と前記レンズとを前記主面に沿って相対的に移動させるよう 
    に前記移動手段を制御して前記切断予定ラインの一端部において改質領域を形成し、 
 １Ｈ 前記切断予定ラインの一端部において改質領域が形成された後に、前記制御手段は前 
    記レンズを前記初期位置に保持した状態を解除して前記レンズと前記主面との間隔を 
    調整しながら保持するように前記保持手段を制御し、前記レンズと前記加工対象物と 
    を前記主面に沿って相対的に移動させるように前記移動手段を制御して改質領域を形 
    成する、 
 １Ｉ レーザ加工装置。 
 
［主な争点］ 
 争点② 対象製品１（２）Ｂが本件各発明の技術的範囲に属するか。 
 争点③ 対象製品１（１）及び１（２）Ａが本件各発明の技術的範囲に属するか。 
 争点⑧ 原告の受けた損害又は損失及び額 
 
［裁判所の判断］（筆者にて適宜抜粋、下線） 
１．争点②について 
 『（４）切断予定ラインの一端部における改質領域の形成（構成要件１Ｇ、１Ｈ及び２Ａ）に

ついて 
 ア 「切断予定ラインの一端部」（構成要件１Ｇ，１Ｈ及び２Ａ）について、特許請求の範囲

において、その「切断予定ライン」や「切断予定ラインの一端部」がどのようなものであるの

かを説明等する記載はない。 
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 ・・・本件明細書の記載によれば、「切断予定ライン」とは、加工対象物の内部の一定の加工

高さすなわち予定する加工の深さにおける仮想線を意味していると理解できる。上記記載には、

従来技術のレーザ加工装置においては、加工対象物の端部で「切断予定ライン」にレーザ加工

がされないことも説明されている。 
 また、本件明細書には、・・・とされている。したがって、ここでは、予定する加工の深さで

改質領域が形成された後に、加工用対物レンズが切断予定ラインの一端に相当する位置にある

ことが記載されているといえる。 
 そして、本件各発明の技術的意義は、集光点が加工対象物内部の所定の位置に合う状態とな

る初期位置にレンズを保持した状態で切断予定ラインの一端部において改質領域を形成した後

に、初期位置にレンズを保持した状態を解除してレンズと加工対象物の間隔を調整しながら改

質領域を形成することにより、加工対象物の端部におけるレーザ光の集光点のずれを極力少な

くしつつ効率よくレーザ加工を行い、切断予定ラインに沿って改質領域を安定して形成するこ

とを可能にするところにある（前記１（２））。本件明細書の前記記載によれば、本件各発明の

レーザ加工装置においては、加工対象物の加工の開始に当たり、初期位置にレンズを保持した

状態で加工を開始し、一定の加工高さすなわち予定する加工の深さで改質領域が形成され、加

工対象物の端部の形状変動による影響を受けなくなった時点で、「切断予定ラインの一端部」に

おいて改質領域が形成されたものとして、初期位置にレンズを保持した状態を解除して、レン

ズの位置を調整しながら残部において改質領域を形成するものと理解できるところ、このよう

に理解することは、本件各発明のレーザ加工装置において加工対象物の端部におけるレーザ光

の集光点のずれを極力少なくしつつ効率よくレーザ加工を行い、切断予定ラインに沿って改質

領域を安定して形成することを可能にするという本件各発明の上記効果を奏するものであり、

上記の本件各発明の技術的意義に合致するものといえる。 
 したがって、これらの特許請求の範囲及び本件明細書の記載によれば、「切断予定ライン」と

は、加工対象物の内部の一定の加工高さすなわち予定する加工の深さにおける仮想線であり、

本件各発明の「切断予定ラインの一端部」とは、加工対象物の加工の開始に当たり、レンズを

一定の位置（初期位置）に保持した状態で一定の加工高さすなわち予定する加工の深さで改質

領域が形成される部分を意味すると解すべきである。 
 ・・・（略）・・・ 
 以上のとおり、対象製品１（２）Ｂは、加工対象物の加工の開始に当たり、レンズを一定の

位置に保持した状態で一定の加工高さすなわち予定する加工の深さである所定の深さで改質領

域を形成するから、「切断予定ラインの一端部」すなわち加工対象物の加工の開始に当たりレン

ズを一定の位置に保持した状態で一定の高さすなわち予定する加工の深さで改質領域が形成さ

れる部分において改質領域を形成する。』 
 『（５）制御手段（構成要件１Ｆ、１Ｇ、１Ｈ、２Ａ及び２Ｂ）について 
 被告は、対象製品１（２）Ｂの制御機構について、海外の法人である各利用者に納品した後、

各利用者の要望に応じて調整を行ったアプリケーションを適用していた（前記（１）ウ）。もっ

とも、対象製品１（２）Ｂは、出荷の時点で、制御機構のパラメータ設定により、各駆動機構

及び対物レンズ保持機構について、シリコンウェハの端部から所定の範囲においてＡＦ固定の

状態でレーザ加工を行った後にＡＦ固定を解除してＡＦ追従の状態でレーザ加工を行うという

動き（同イ）を含む異なる動きをさせることができるものであり、実際、被告は、対象製品１

（２）Ｂの出荷前に、日本国内において、様々なアプリケーションを作成して各駆動機構及び

対物レンズ保持機構について異なる動きをさせる検査を行っていた（同ウ）。 
 したがって、被告が、対象製品１（２）Ｂについて、海外の法人に納品した後に各アプリケ

ーションを適用するという作業を行っていたとしても、対象製品１（２）Ｂは、出荷前に日本

国内において完成していたものと認められ、本件各発明の「制御手段」を備えるものと認めら

れる。』 
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２．争点③について 
 『（３）対物レンズの保持態様（構成要件１Ｆ、１Ｇ、１Ｈ、２Ａ及び２Ｂ）について 
 ・・・（略）・・・ 
 このような特許請求の範囲及び本件明細書の記載によれば、「初期位置に」「レンズを保持す

る」とは、加工対象物の特定の箇所で集光点が加工対象物の内部の所定の位置に合う状態とな

る鉛直方向における加工対象物に対する加工用対物レンズの位置すなわち初期位置に、レンズ

を保ち続ける、すなわち、レンズを実質的に固定することを意味すると解すべきである。 
 ・・・（略）・・・ 
 したがって、対象製品１（１）及び１（２）Ａにおいて、低追従の状態は、「初期位置に」「レ

ンズを保持」しているとはいえない。 
 （ウ）もっとも、対象製品１（１）及び１（２）Ａは、加工対象物にかかわらずその検出方

法として光量基準を選択し、対物レンズが走査開始待機位置にあるときから加工用レーザ光を

照射する設定をすることも可能であり（前記（１）イ）、このような設定等をした上で、面取り

部分のあるシリコンウェハを加工する場合には、シリコンウェハの現実の端から光量基準によ

って検出されるシリコンウェハの主面が概ね水平となっている地点に到達するまでの部分すな

わちシリコンウェハの面取り部分においては、対物レンズを想定位置にＡＦ固定した状態、す

なわち、「初期位置に」「レンズを保持」した状態となる。』 
 『（４）切断予定ラインの一端部における改質領域の形成（構成要件１Ｇ、１Ｈ、及び２Ａ）

について 
 ア 「切断予定ラインの一端部」とは、加工対象物の加工の開始に当たり、レンズを一定の位

置に保持した状態で一定の加工高さすなわち予定する加工の深さで改質領域が形成される部分

を意味し、また、本件各発明における加工対象物は面取り部分のあるシリコンウェハに限定さ

れない（前記３（４）ア、イ）。 
 イ（ア）対象製品１（１）及び１（２）Ａは、加工対象物が面取り部分のあるシリコンウェ

ハであっても面取り部分のないシリコンウェハであっても、対物レンズの走査を開始してから

シリコンウェハの端部までの範囲においてはピエゾアクチュエータを想定位置に固定するよう

制御して対物レンズをＡＦ固定し、その後、シリコンウェハの端部から対物レンズを低追従の

状態で走査し、非加工領域を超えた時点で加工用レーザ光を照射してレーザ加工を開始し、そ

の後、低追従領域を超えた時点で対物レンズを低追従の状態からＡＦ追従の状態に切り替える

（前記第２の１（５）ウ、前記（１）ア）ところ、低追従の状態は初期位置にレンズを保持し

ている状態であるとはいえない（前記（３）ア（イ））から、レンズを一定の位置に保持した状

態でシリコンウェハの内部の一定の加工高さすなわち予定する加工の深さに加工領域を形成す

ることはない。 
 （イ）もっとも、対象製品１（１）及び１（２）Ａは、加工対象物いかんにかかわらずその

検出方法として光量基準を採用し、対物レンズが走査開始待機位置にあるときから加工用レー

ザ光を照射する設定をすることも可能である。対象製品１（１）及び１（２）Ａについて、こ

のような設定等をした上で、面取り部分のあるシリコンウェハを加工する場合には、シリコン

ウェハの現実の端から光量基準によって検出されるシリコンウェハの主面が概ね水平となって

いる地点に到達するまでの部分すなわちシリコンウェハの面取り部分においては、対物レンズ

を想定位置にＡＦ固定した状態で加工用レーザ光が照射され、主面が概ね水平となっている地

点から対物レンズを低追従の状態で走査して加工用レーザ光が照射されることになる（前記（３）

ア（ウ））。 
 しかしながら、シリコンウェハの面取り部分は主面が水平ではないため、照射した加工用レ

ーザ光は散乱してシリコンウェハの内部で適切に集光することが困難であり、仮に集光したと

しても所望の深さより浅い位置にしか集光しない。原告及び被告が行った各実験結果によれば、
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切断予定ラインの深さをシリコンウェハの主面から６５μｍ等の浅い位置に設定した場合には、

面取り部分の一部に加工領域が形成されることがあるものの、加工領域は所望の予定する加工

の深さ（６５μｍ等）に水平に形成されることはなく、その深さより浅い位置において斜めに

形成される。他方、切断予定ラインをシリコンウェハの主面から６５μｍ等より深い部分に設

定した場合には、面取り部分に加工領域は形成されなかった。（以上につき、甲２６、乙５０、

５５、弁論の全趣旨） 
 これらによれば、対象製品１（１）及び１（２）Ａは、加工対象物の検出方法として光量基

準を採用し、対物レンズが走査開始待機位置にあるときから加工用レーザ光を照射する設定を

して、面取り部分のあるシリコンウェハを加工したとしても、レンズを一定の位置に保持した

状態でシリコンウェハの内部の予定する加工の深さに加工領域を形成するものであると認める

には足りない。そうすると、対象製品１（１）及び１（２）Ａは、上記設定をして、面取り部

分のあるシリコンウェハを加工したとしても、上記（４）アにいう「切断予定ラインの一端部」

において改質領域を形成するものであると認めるに足りない。 
 （ウ）前記（ア）及び（イ）から、対象製品１（１）及び１（２）Ａは、「切断予定ラインの

一端部」すなわち加工対象物の加工の開始に当たりレンズを一定の位置に保持した状態で一定

の高さすなわち予定する加工の深さで改質領域が形成される部分において改質領域を形成する

とは認められず、構成要件１Ｇ，１Ｈ及び２Ａを充足しない。』 
 
３．争点⑧について 
 『特許法１０２条２項は、民法の原則の下では特許権侵害行為によって特許権者が受けた損

害の賠償を求めるためには、特許権者において、損害の発生及び額、これと特許権侵害行為と

の間の因果関係を主張立証しなければならないところ、その立証等には困難が伴い、その結果

妥当な損害の填補がされないという不都合が生じ得ることに照らして、侵害者が侵害行為によ

って利益を受けているときは、その利益の額を特許権者の受けた損害の額と推定することとし

て、特許権者の立証の困難の軽減を図った規定であり、このような同項の趣旨に照らせば、特

許権者に侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が

存在する場合には、同項の適用が認められると解すべきである。 
 そして、特許法１０２条２項は、上記のとおり、特許権者の立証の困難の軽減を図って、侵

害者が侵害行為によって受けた利益の額を特許権者の受けた損害の額と推定するものであり、

これが推定である以上、この推定は、侵害者による特許権侵害行為がなかった場合に、侵害者

が特許権侵害行為により受けた利益やそれと同質といえる利益を特許権者が獲得し得るという

関係があることを前提としているといえる。そうすると、侵害者による特許権侵害行為がなか

ったとしても、侵害者が特許権侵害行為により受けた利益と同質といえる利益を特許権者が獲

得し得るという関係が類型的にない場合には、同条適用の基礎を欠くといえる。同条適用に当

たり、特許権者が販売しているのが当該特許の実施品でなくとも、侵害品と競合する製品であ

れば、侵害者が特許権侵害行為により受けた利益と同質といえる利益を特許権者が獲得し得る

という関係があり特許権者に侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたで

あろうという事情が存在するといえるのに対し、そもそも侵害者が特許権侵害行為により受け

た利益と同質といえる利益を特許権者が獲得し得るという関係が類型的になければ、特許権者

に侵害者による特許権侵害行為がなかったとしても、上記にいう利益が得られたであろうとい

う事情が存在するとはいえない。 
 イ 本件において、原告は、ＳＤエンジン（原告エンジン）を製造、販売しているが、ＳＤ装

置を製造、販売することはしておらず、ＳＤエンジンはＳＤ装置の一部品であって、ＳＤエン

ジンの需要者は半導体製造装置の製造業者であるのに対し、ＳＤ装置の需要者は半導体の製造

業者である（前記（１）ア～エ）。原告は、本件各発明の実施品であるＳＤ装置の製造等に使用

される部品に相当するＳＤエンジンを製造、販売等するにすぎず、ＳＤ装置を販売等していな
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い。そうすると、被告による特許権侵害行為がなかった場合に、原告が、被告に代わってＳＤ

エンジンを搭載した装置であるＳＤ装置を販売できたわけではない。本件で被告の利益は被告

がＳＤ装置を販売したことにより得た利益であり、被告による本件特許権の侵害行為がなかっ

たとしても、原告がそのようなＳＤ装置を販売等することによる利益と同質の利益を得ること

ができたとは認められないから、被告が特許権侵害行為により受けた利益について、類型的に

原告が獲得し得るという関係がない。そうすると、本件においては特許法１０２条２項の適用

の基礎を欠く。 
 ・・・（略）・・・ 
 特許法１０２条１項は、民法７０９条に基づき販売数量減少による逸失利益の損害賠償を求

める際の損害額の算定方法について定めた規定であり、侵害行為と相当因果関係のある販売減

少数量の立証責任の転換を図ることにより、より柔軟な販売減少数量の認定を目的とする規定

である。同項の文言及び趣旨に照らせば、特許権者等が「侵害行為がなければ販売することが

できた物」とは、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者の製品であれば足り、

侵害品と、市場において、侵害者の侵害行為がなければ販売等することができたという競合関

係にある製品をいうものと解するのが相当である。 
 ・・・（略）・・・ 
 特許法１０２条１項における、特許権者等が「侵害行為がなければ販売することができた物」

とは、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者の製品であれば足りるところ、

特許権者である原告はＳＤエンジンである原告エンジンを販売している。そして、ＳＤ装置に

はＳＤエンジンは必要なものであったといえるのであるから、被告によるＳＤ装置の販売によ

り原告エンジンの販売数量が影響を受ける。したがって、本件には、特許法１０２条１項を適

用する基礎があるといえる。』 
 
［コメント］ 
 本件明細書の記載に照らし、「切断予定ライン」とは、加工対象物の内部の一定の加工高さす

なわち予定する加工の深さにおける仮想線を意味し、「切断予定ラインの一端部」とは、加工対

象物の加工の開始に当たり、レンズを一定の位置（初期位置）に保持した状態で一定の加工高

さで改質領域が形成される部分を意味するものと解釈され、これらが要因となって、対象製品

１（２）Ｂは本件発明の技術的範囲に属し、対象製品１（１）及び１（２）Ａは本件発明の技

術的範囲に属しないと判断された。特許請求の範囲に記載された用語の意味を明細書の記載に

基づいて解釈するに際し、発明の技術的意義に合致しているかを確認している点など、文言解

釈の参考になると思われる。 
 また、金銭請求に関する主位的請求についての選択的主張のうち、特許法１０２条２項につ

いては、侵害者が特許権侵害行為により受けた利益と同質といえる利益を特許権者が獲得し得

るという関係を前提としたものと解して、かかる関係が類型的にない本件では、これを適用す

る基礎を欠くと判断された。一方で、特許法１０２条１項については、特許権者等が「侵害行

為がなければ販売することができた物」とは、侵害行為によってその販売数量に影響を受ける

特許権者の製品であれば足りるとして、被告の行為（ＳＤ装置の販売）によって原告のＳＤエ

ンジンの販売数量が影響を受ける本件には、これを適用する基礎があると認められた。これら

を趣旨に基づく解釈の違いについて念頭に置きつつ、可能であれば本件のように選択的に主張

しておくことが無難であろう。 
以上 

（担当弁理士：椚田 泰司） 


